
 

 

栄養表示の義務化について(意見) 

 

１ 食品表示と安全性 

 食品表示制度で最も重視するべきものは、消費者の安全の確保である。そこで、食品によ

る危害防止を図るため、従前から期限表示や保存方法、さらには食品添加物等の表示がなさ

れてきた。これらの表示は腐敗変敗等による体調悪化や食中毒のような短期的な健康被害を

防止することをめざしたものである。 

 アレルギー表示は、食物アレルギーを有する者が原因物質を含む、または混入している可

能性のある食品を摂取して、アレルギー症状を起こしたり、命にかかわる状態になることを

防ぐために義務づけ、または推奨されている。 

 栄養表示は、事業者が販売に供する食品についてその栄養成分を任意で情報提供するもの

で、健康増進法の中で国民の健康保持増進施策の一環として、従前から推奨されてきた。  

 

２ 日本人の疾病状況 

 脳血管疾患や心疾患という死に直結する血管病を引き起こす高血圧症は 4000 万人、糖尿病

は 2210 万人と推定されている。これらの疾病は 40 歳以上の年代で多くみられることから、

参考までに、平成 21 年の 40 歳以上の人口 6100 万人で有病率を計算してみたところ、高血圧

症は 65.6％になった。糖尿病は 36.2％であるが、平成 9年と比べて 10 年間で急増している。 

 

 推定人数 有病率 

(全年齢) 

有病率 

(40 歳以上)

有病率は総人口 12,750 万人、 

40 歳以上人口 6,100 万人で計算

高血圧症 4,000 万人 31.4％ 65.6％ 平成 12 年循環器疾患基礎調査 

糖尿病 2,210 万人 17.3％ 36.2％ 平成 19 年国民健康・栄養調査 

1,370 万人 10.7％ 22.5％ 平成 9年糖尿病実態調査 

 

３ 食塩相当量及びエネルギー量表示の義務化について 

 食塩の過剰摂取が高血圧症をもたらし、エネルギーの過剰が糖尿病の一因となっているこ

とは言うまでもない。食塩摂取量は減少傾向にあるが、現在でも国民の 7 割以上が目標値以

上摂取していることが明らかになっている。食塩の目標値は日本人の食習慣に配慮して設定

されているもので、食塩の必要量（１ｇ）よりはるかに多い。 

4000 万人の高血圧症者(推計)が血管病を引き起こさないためには、減塩が非常に重要かつ

有効である。また、糖尿病ではエネルギーコントロールが欠かせない。そのために不可欠な

情報として食品の食塩相当量とエネルギー量の表示を義務化し、中期的な健康被害を防止し

消費者の安全確保に資することが必要である。 
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４ 食塩相当量の表示義務について 

 現在、栄養表示基準においてはナトリウムを表示することとされている。ナトリウムから

食塩相当量への換算式は以下の通りである。 

 

 食塩相当量（ｇ）＝ナトリウム量(mg)×２．５４÷１０００ 

 

ナトリウムの表示の多くは表示単位が mg であるが、一部には gも存在していることからそ

の確認も必要である。 

 消費者が商品購入時にこのような換算を行うことは難しく、さらに確実にこの情報を活用

してほしい高血圧症者にそれを要求することは無理と思われる。 

 ナトリウム量の表示は科学的には正しいものではあるが、使われなければ表示をする意味

はない。食品表示は消費者にとってわかりやすいもの、使いやすいものでなければならない

ことから、食塩相当量の表示を義務化するべきである。 

 

５ 脂質の表示について 

 健康被害防止という視点から義務づけられるべき表示として、食塩相当量とエネルギー量

表示を特記してきたが、次いで脂質が循環器疾患の予防として位置づけられる。 

 その他の栄養素については任意表示として推奨していく。 

 

６ 栄養表示の適用範囲 

 義務表示の適用範囲は、販売に供する食品(生鮮食品は除く。)とし、任意表示に関しては

栄養表示基準にのっとり、外食、中食についてはガイドライン等により表示を推奨していく。 

なお、高い旨、低い旨等の強調表示を行っている食品に関しては、従前通りすべての項目の

表示を義務づける。 














